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一

『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
と
最
澄
『
願
文
』

─
四
弘
誓
願
の
受
容
と
「
檀
主
の
法
会
」

─小　

林　

真
由
美

一
、
は
じ
め
に

　

四
弘
誓
願
は
す
べ
て
の
大
乗
の
求
道
者
が
初
発
心
時
に
立
て
る
誓
願
で
あ
る
。
一
切
の
諸
願
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、

「
総
願
」
と
も
称
さ
れ
る
。
誓
願
の
内
容
は
宗
派
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
違
う
文
句
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
基
本
と
な
る
の
は
天
台

智
顗
『
摩
訶
止
観
』（
巻
第
十
下
）
の
次
の
四
成
句
で
あ
る
。

　
　

一　

衆
生
無
辺
誓
願
度

　
　

二　

煩
悩
無
量
誓
願
断

　
　

三　

法
門
無
尽
誓
願
知



二

　
　

四　

無
上
仏
道
誓
願
成

　
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
に
こ
の
四
成
句
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
は
天
長
・
承
和
年
間
（
八
二
四
～
八
四
八
）
頃

に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
、
本
邦
に
お
け
る
四
成
句
記
載
の
最
も
早
い
例
の
一
つ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
（
（
（

。

　
　

衆
生
无
辺　
誓
願　
度　

煩
悩
无
辺
誓
願　

断　

法
門
无
尽　

誓
願　

知　

无
上
仏
道
誓
願
成

�

（『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
243
～
244
行
）

　

こ
の
四
成
句
の
前
後
に
は
一
文
字
や
一
語
が
メ
モ
の
よ
う
に
書
き
と
め
ら
れ
て
い
て
文
章
を
な
し
て
い
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
な

文
脈
で
何
の
た
め
に
四
成
句
を
記
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
末
尾
近
く
に
は
、「
四
弘
願
（
四
弘
誓
願
）」
の
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

何
而
成
仏
。
先
発
菩
提
心　

四
弘
願
云　

受
菩
薩
戒
言
断
一
切
悪
修
一
切
善
度
一
切
生
云

　
　
（�

何
ニ
シ
テ
カ
仏
ト
成
ラ
ム
。
先
ヅ
菩
提
心
ヲ
発
セ
。
四
弘
願
云
。
菩
薩
戒
ヲ
受
ケ
ヨ
。
一
切
ノ
悪
ヲ
断
チ
、
一
切
ノ
善
ヲ
修

シ
、
一
切
（
衆
）
生
ヲ
度
ス
ヲ
言
フ
云
）

�

（『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
379
行
）

　
「
何
ニ
シ
テ
カ
仏
ト
成
ラ
ム
」
と
い
う
問
に
対
し
て
、「
先
ヅ
菩
提
心
ヲ
発
セ
。
四
弘
願
云
。
菩
薩
戒
ヲ
受
ケ
ヨ
」
と
答
え
て
い

る
。
仏
と
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
初
め
に
菩
提
心
を
発お
こ

し
、
四
弘
誓
願
を
立
て
、
そ
の
次
に
菩
薩
戒
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
と

な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
乗
の
菩
薩
は
初
発
心
時
に
一
切
衆
生
を
済
度
せ
ん
と
い
う
誓
願
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
『
大
智
度

論
』
に
く
り
返
し
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
、
智
顗
の
誓
願
思
想
も
そ
こ
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
（
（
（

。

　

四
成
句
で
は
な
く
「
四
弘
誓
願
」
と
い
う
語
の
初
出
は
、
管
見
で
は
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
四
、五
十
年
前
の
最
澄
の
『
願
文
』
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三

（
延
暦
四
年
、
七
八
五
年
）
で
あ
る
（
（
（

。『
願
文
』
は
、
十
九
歳
か
二
十
歳
の
若
き
最
澄
が
、
東
大
寺
の
戒
壇
で
具
足
戒
を
受
け
た
後
、

比
叡
山
で
籠
山
修
行
を
始
め
る
際
に
書
い
た
文
章
で
、
自
ら
の
修
行
の
成
就
を
誓
う
誓
願
文
で
あ
る
。
前
文
・
五
条
の
誓
願
・
末
文

で
構
成
さ
れ
て
お
り
、「
四
弘
誓
願
」
は
末
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
四
弘
誓
願
の
内
容
に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
智

顗
の
説
を
ふ
ま
え
て
い
る
確
証
は
な
い
が
、
最
澄
が
早
く
も
こ
の
時
期
に
「
四
弘
誓
願
」
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

　

伏
し
て
願
は
く
は
、
解
脱
の
味
ひ
独
り
飲
ま
ず
、
安
楽
の
果
独
り
証
せ
ず
、
法
界
の
衆
生
、
同
じ
く
妙
覚
に
の
ぼ
り
、
法
界

の
衆
生
、
同
じ
く
加
味
を
服
せ
ん
。
も
し
こ
の
願
力
に
依
つ
て
六
根
相
似
の
位
に
至
り
、
も
し
五
神
通
を
得
ん
時
は
、
必
ず
自

度
を
取
ら
ず
、
正
位
を
証
せ
ず
、
一
切
に
著
せ
ざ
ら
ん
。
願
は
く
は
、
必
ず
今
生
の
無
作
無
縁
の
四
弘
誓
願
に
引
導
せ
ら
れ

て
、
周あ
ま
ねく

法
界
に
旋
ら
し
、
遍
く
六
道
に
入
り
、
仏
国
土
を
浄
め
、
衆
生
を
成
就
し
、
未
来
際
を
尽
す
ま
で
に
恒つ
ね

に
仏
事
を
作

さ
ん
こ
と
を
。

�

（『
願
文
』
末
文
（
（
（

）

二
、
四
弘
誓
願
に
つ
い
て

　
「
四
弘
誓
願
」
に
相
当
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
原
語
は
な
く
、
訳
出
時
の
造
語
で
あ
る
と
い
う
。
四
世
紀
頃
か
ら
、
漢
訳
経
典

の
中
に
「
四
弘
誓
願
」「
四
弘
誓
」「
四
弘
願
」「
四
願
」
な
ど
が
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
（
（
（

。

　

四
弘
誓
願
の
内
容
を
記
し
た
古
い
例
は
、
姚
秦
竺
仏
念
訳
『
菩
薩
瓔
珞
本
業
経
』（
三
七
六
～
三
七
八
年
）
で
あ
る
。
苦
諦
・
集

諦
・
滅
諦
・
道
諦
の
四
諦
を
、
四
弘
誓
願
に
配
し
て
い
る
。



四

復
次
即
十
観
心
所
観
法
者
。
一
厚
集
一
切
善
根
。
所
謂
四
弘
誓
。
未
度
苦
諦
令
度
苦
諦
。
未
解
集
諦
令
解
集
諦
。
未
安
道
諦
令

安
道
諦
。
未
得
涅
槃
令
得
涅
槃
。

�

（『
菩
薩
瓔
珞
本
業
経
』
巻
上
）

　

梁
法
雲
著
『
法
華
義
記
』（
五
～
六
世
紀
）
は
、『
法
華
経
』
薬
草
喩
品
の
中
の
仏
徳
讃
嘆
の
四
句
を
四
弘
誓
願
に
結
び
付
け
て
解

釈
し
、「
未
解
者
令
解
」「
未
度
者
令
度
」
を
大
悲
抜
苦
、「
未
安
者
令
安
」「
未
涅
槃
者
令
得
涅
槃
」
を
大
慈
与
楽
の
誓
願
と
し
て
い

る
。

我
是
如
来
。
応
供
。
正
遍
知
。
明
行
足
。
善
逝
。
世
間
解
。
無
上
士
。
調
御
丈
夫
。
天
人
師
。
仏
。
世
尊
。
未
度
者
令
度
。
未

解
者
令
解
。
未
安
者
令
安
。
未
涅
槃
者
令
得
涅
槃
。
今
世
後
世
如
実
知
之
。

�

（『
妙
法
蓮
華
経
』
巻
第
三
）

四
弘
誓
如
宝
縄
交
珞
。
若
不
交
珞
者
容
有
退
壊
。
内
合
明
聖
人
雖
復
有
大
慈
大
悲
。
若
無
四
弘
誓
任
持
此
慈
悲
。
可
有
退
失
之

義
也
。
未
解
者
令
解
。
未
度
者
令
度
。
此
両
誓
則
持
大
悲
抜
苦
也
。
未
安
者
令
安
。
未
涅
槃
者
令
得
涅
槃
。
此
両
誓
則
持
大
慈

与
楽
也
。
垂
諸
華
瓔
者
為
招
集
観
者
無
異
四
摂
。
摂
化
衆
生
也
。

�

（『
法
華
経
義
記
』
巻
第
六
）

　

天
台
智
顗
は
、『
菩
薩
瓔
珞
本
業
経
』
と
『
法
華
義
記
』
の
両
説
を
取
り
入
れ
て
四
弘
誓
願
を
定
義
し
、「
発
菩
提
心
」
時
に
同
時

に
起
こ
す
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
大
乗
仏
教
に
お
い
て
菩
提
心
と
は
自
利
自
他
の
道
心
で
あ
る
。「
発
菩
提
心
」
は
あ
ら

ゆ
る
修
行
の
出
発
点
と
な
る
。

　

智
顗
の
四
成
句
の
初
出
は
『
釈
禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』
で
あ
る
。
智
顗
の
初
期
の
著
書
で
、
光
大
二
年
（
五
六
八
）
か
ら
太
建
七
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五

年
（
五
七
五
）
の
間
に
、
禅
観
の
実
践
法
を
体
系
的
に
講
説
し
た
書
で
あ
る
。「
修
禅
波
羅
蜜
第
一
」
の
中
で
、
発
菩
提
心
義
と
誓

願
義
を
説
い
て
い
る
。

第
一
云
何
名
菩
薩
発
心
之
相
。
所
謂
発
菩
提
心
。
菩
提
心
者
。
即
是
菩
薩
以
中
道
正
觀
以
諸
法
實
相
。
憐
愍
一
切
。
起
大
悲

心
。
発
四
弘
誓
願
。
四
弘
誓
願
者
。
一
未
度
者
令
度
。
亦
云
衆
生
無
辺
誓
願
度
。
二
未
解
者
令
解
。
亦
云
煩
悩
無
数
誓
願
断
。

三
未
安
者
令
安
。
亦
云
法
門
無
尽
誓
願
知
。
四
未
得
涅
槃
令
得
涅
槃
。
亦
云
無
上
仏
道
誓
願
成
。
此
之
四
法
。
即
対
四
諦
。
故

纓
絡
経
云
。
未
度
苦
諦
令
度
苦
諦
。
未
解
集
諦
令
解
集
諦
。
未
安
道
諦
令
安
道
諦
。
未
証
滅
諦
令
証
滅
諦
。
而
此
四
法
。
若
在

二
乗
心
中
。
但
受
諦
名
。
以
其
縁
理
審
實
不
謬
故
。
若
在
菩
薩
心
中
。
即
別
受
弘
誓
之
称
。
所
以
者
何
。
菩
薩
雖
知
四
法
畢
竟

空
寂
。
而
爲
利
益
衆
生
。
善
巧
方
便
。
縁
此
四
法
。
其
心
広
大
。
故
名
為
弘
。
慈
悲
憐
愍
。
志
求
此
法
。
心
如
金
剛
。
制
心
不

退
不
沒
。
必
取
成
満
。
故
名
誓
願
。

�

（『
釈
禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』
巻
第
一
之
上
）

　

二
重
傍
線
部
「
未
度
者
令
度
」「
未
解
者
令
解
」「
未
安
者
令
安
」「
未
得
涅
槃
令
得
涅
槃
」
の
四
句
は
、
前
掲
『
法
華
経
』
薬
草

喩
品
の
句
で
あ
る
。『
法
華
経
』
の
文
脈
で
は
仏
の
徳
を
賛
嘆
す
る
句
で
あ
る
が
、
智
顗
は
『
法
華
義
記
』
の
よ
う
に
誓
願
の
句
と

し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
衆
生
無
辺
誓
願
度
」「
煩
悩
無
数
誓
願
断
」「
法
門
無
尽
誓
願
知
」「
無
上
仏
道
誓
願
成
」
の
四
句
に
言
い
換
え
て

い
る
。
智
顗
は
続
け
て
こ
の
四
法
が
四
諦
に
対
応
し
て
い
る
と
し
て
、『
菩
薩
瓔
珞
本
業
経
』
を
引
く
。
四
諦
を
観
じ
る
だ
け
で
は

二
乗
（
阿
羅
漢
・
縁
覚
）
の
段
階
に
と
ど
ま
る
。
四
諦
を
縁
と
し
て
利
益
衆
生
の
た
め
に
誓
願
を
発
す
る
の
が
大
乗
の
菩
薩
で
あ
る

と
説
い
て
い
る
。

　

智
顗
は
『
釈
禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』
の
後
、『
摩
訶
止
観
』（
開
皇
十
四
年
、
五
九
四
）
巻
第
五
上
と
巻
第
十
下
に
お
い
て
四
弘
誓



六

願
を
さ
ら
に
展
開
し
て
説
き
、「
衆
生
無
辺
誓
願
度
」
の
四
成
句
は
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
な
っ
た
。
智
顗
以
降
、
派
生
類
似
し

た
誓
願
句
も
多
数
作
成
さ
れ
た
と
い
う
（
（
（

。

　
『
釈
禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』、『
摩
訶
止
観
』
巻
第
五
上
と
巻
第
十
下
に
お
い
て
語
句
が
若
干
異
な
る
た
め
、
次
に
挙
げ
て
お
く
。

　
『
釈
禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』　　
『
摩
訶
止
観
』
巻
第
五
上　
　

 

同
巻
第
十
下

衆
生
無
辺
誓
願
度　
　
　
　
　

衆
生
無
辺
誓
願
度　
　
　
　
　

衆
生
無
辺
誓
願
度

煩
悩
無
数
誓
願
断　
　
　
　
　

煩
悩
無
数
誓
願
断　
　
　
　
　

煩
悩
無
量
誓
願
断

法
門
無
尽
誓
願
知　
　
　
　
　

法
門
無
量
誓
願
知　
　
　
　
　

法
門
無
尽
誓
願
知

無
上
仏
道
誓
願
成　
　
　
　
　

無
上
仏
道
誓
願
成　
　
　
　
　

無
上
仏
道
誓
願
成

　

前
掲
の
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
例
は
、
第
二
句
の
一
字
だ
け
異
な
る
が
、『
釈
禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』
と
『
摩
訶
止
観
』
第
十

下
に
一
致
し
て
い
る
。

　
　

衆
生
无
辺　
誓
願　
度　

煩
悩
无
辺
誓
願　

断　

法
門
无
尽　

誓
願　

知　

无
上
仏
道
誓
願
成

�

（『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
243
～
244
行
）

　

前
掲
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
379
行
に
は
、「
何
而
成
仏
。
先
発
菩
提
心　

四
弘
願
云
」
と
あ
っ
た
。
四
弘
誓
願
を
「
発
菩
提
心
」

と
同
時
に
起
こ
す
も
の
と
定
め
た
智
顗
の
説
に
合
致
し
て
い
る
。『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
筆
者
は
、
四
弘
誓
願
を
天
台
の
教
義
に

も
と
づ
い
て
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
、
天
台
教
学
の
日
本
伝
来
と
受
容
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七

　

天
台
教
学
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
奈
良
時
代
中
期
頃
で
あ
る
。
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
の
正
倉
院
文
書
に
、
天
台
三

大
部
の
一
で
あ
る
智
顗
の
『
法
華
玄
義
』
の
書
名
が
見
ら
れ
る
（
（
（

。
そ
し
て
、
天
平
勝
宝
六
年
二
月
に
入
朝
し
た
鑑
真
一
行
が
、
天
台

関
係
の
書
物
を
ま
と
め
て
日
本
に
伝
来
し
た
。
鑑
真
は
律
と
天
台
を
学
ん
だ
僧
で
あ
っ
た
。

　
『
釈
禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』
の
正
倉
院
文
書
の
初
出
は
早
く
、
天
平
勝
宝
六
年
九
月
十
三
日
の
日
付
が
あ
る
「
経
疏
請
返
帳
」
で

あ
る
。禅

門
五
巻
之
中
三
箇
巻

第
五
巻
複　

六
妙
門
一
巻
无
緒
軸
表

　
　
　
　

右以閏
十
月
三
日
返
了

、
唐
僧
法
進
師
書
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
年
九
月
十
三
日
呉
原
生
人

　
　

�

（「
経
疏
請
返
帳
」、『
大
日
本
古
文
書
』
十
二
）

　
『
禅
門
』
は
『
釈
禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』
の
略
称
で
あ
る
。『
六
妙
門
（
六
妙
法
門
）』
は
智
顗
が
『
釈
禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』
と

同
時
期
に
著
し
た
も
の
で
あ
る
。
智
顗
は
、
南
岳
慧
思
か
ら
相
伝
し
た
三
種
の
止
観
（
漸
次
・
不
定
・
円
頓
）
の
う
ち
、
漸
次
止
観

を
『
釈
禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』、
不
定
止
観
を
『
六
妙
法
門
』、
円
頓
止
観
を
『
摩
訶
止
観
』
で
説
い
た
と
さ
れ
る
。「
唐
僧
法
進
」

は
鑑
真
に
従
っ
て
来
日
し
た
僧
で
、『
註
梵
網
経
』、『
東
大
寺
受
戒
方
軌
』、『
沙
弥
十
戒
幷
威
儀
経
疏
』
を
著
し
た
。『
沙
弥
十
戒
幷

威
儀
経
疏
』
に
は
智
顗
の
『
天
台
小
止
観
』
か
ら
の
引
用
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
（
（

。
法
進
は
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）

に
淳
仁
天
皇
の
行
幸
に
従
っ
て
近
江
国
滋
賀
郡
に
行
き
、
国
昌
寺
で
『
沙
弥
十
戒
幷
威
儀
経
疏
』
を
講
じ
た
と
い
う
（
（
（

。



八

　

鑑
真
の
来
日
を
き
っ
か
け
に
し
て
日
本
に
お
け
る
天
台
教
学
の
受
容
が
始
ま
っ
た
が
、
特
に
法
進
の
功
績
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
天
台
教
学
は
新
し
い
学
問
と
し
て
注
目
さ
れ
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
南
都
の
教
学
の
中
に
溶
け
込
み
、
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

最
澄
の
生
誕
は
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）
ま
た
は
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
と
さ
れ
る
。『
伝
教
大
師
伝
』
に
よ
れ
ば
六
歳

で
仏
道
を
志
し
、
十
二
歳
の
と
き
に
近
江
大
国
師
の
行
表
の
も
と
で
出
家
修
学
し
た
。
行
表
は
道
璿
を
師
と
す
る
禅
法
と
唯
識
の
学

僧
で
、
最
澄
は
行
表
か
ら
唯
識
の
章
疏
等
を
習
学
し
た
と
い
う
。

年
十
二
。
投
近
江
大
国
師
伝
灯
法
師
位
行
表
所
。
出
家
修
学
。
表
見
器
骨
。
亦
知
意
気
。
教
以
伝
灯
。
令
習
学
唯
識
章
疏
等
。

�

（『
伝
教
大
師
伝
』）

　

最
澄
が
生
れ
育
っ
た
近
江
国
は
、
法
進
が
『
沙
弥
十
戒
幷
威
儀
経
疏
』
を
講
じ
た
国
昌
寺
の
あ
る
地
で
あ
る
。
佐
伯
有
清
氏
は
、

最
澄
が
国
昌
寺
で
『
沙
弥
十
戒
幷
威
儀
経
疏
』
を
読
ん
だ
可
能
性
と
『
願
文
』
へ
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
（
（（
（

。

　

近
江
国
の
若
い
沙
弥
が
『
釈
禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』
や
『
摩
訶
止
観
』
を
直
接
読
む
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
天
台
教
学
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
最
澄
が
、
智
顗
の
四
弘
誓
願
説
を
知
る
機
会
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
最
澄
の
『
願
文
』
に
は

「
四
弘
誓
願
」
と
だ
け
あ
り
誓
願
の
内
容
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
智
顗
の
説
を
十
分
理
解
し
た
上
で
、
自
ら
の
誓
願
文
に

「
必
ず
今
生
の
無
作
無
縁
の
四
弘
誓
願
に
引
導
せ
ら
れ
て
」
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　

最
澄
個
人
の
五
条
の
誓
願
と
、
菩
薩
の
総
願
で
あ
る
四
弘
誓
願
の
「
願
力
」
が
、
最
澄
の
修
行
と
実
践
を
強
く
牽
引
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
生
涯
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
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九

四　
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
教
学

　
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
筆
者
に
関
す
る
記
録
は
一
切
な
い
。「
仏
教
教
義
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
法
相
宗
に
最
も
近
い
が
、
三
論

宗
、
華
厳
宗
な
ど
の
知
識
を
も
つ
て
い
た
（
（（
（

」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
中
田
祝
夫
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
煩
悩
所
知
二
障
」「
有
漏

八
識
」
な
ど
の
法
相
唯
識
の
用
語
が
散
見
し
、
三
論
宗
や
華
厳
宗
に
関
わ
る
文
言
も
見
ら
れ
る
。
南
都
六
宗
の
垣
根
は
ゆ
る
や
か
な

も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
筆
者
も
何
宗
か
兼
学
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
は
朗
読
の
た
め
の
原
稿
や
覚
書
で
あ
り
、
体
裁
の
整
っ
た
漢
文
体
の
文
章
で
は
な
い
。
漢
字
片
仮
名
交
じ

り
の
ま
と
ま
っ
た
文
章
と
し
て
最
古
の
資
料
で
あ
る
。
朗
読
専
用
の
作
文
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
読
み
仮
名
や
送
り

仮
名
が
小
字
の
片
仮
名
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
単
語
の
羅
列
だ
け
の
部
分
も
含
め
る
と
、
八
十
以
上
の
章
段
に
分
け
ら
れ
る
。
数

行
以
上
の
章
段
は
、
願
文
や
表
白
や
問
答
な
ど
に
類
す
る
、
法
会
に
用
い
る
文
章
が
多
い
。
専
門
的
な
教
義
に
踏
み
込
ん
で
論
ず
る

部
分
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
無
常
や
因
果
応
報
や
仏
伝
を
説
き
、
信
心
や
報
恩
を
す
す
め
る
と
い
っ
た
入
門
的
な
内
容
で
あ
る
。「
法

華
八
講
」
の
語
は
見
え
る
が
、『
法
華
経
』
の
講
義
自
体
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
問
答
は
、「
浄
土
と
穢
土
の
違
い
は
何
ぞ
」
な
ど
の

問
に
対
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
答
え
て
い
る
。『
悲
華
経
』『
善
悪
因
果
経
』
な
ど
の
引
用
経
典
名
は
見
え
る
が
、
経
典
の

文
句
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お
ら
ず
、
取
意
や
翻
案
と
し
て
手
を
加
え
て
い
る
。
朗
読
用
の
原
稿
な
の
で
耳
に
聞
き
取
り
や
す
く
す

る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
法
会
が
在
家
信
者
を
聴
衆
と
す
る
も
の
で
、
学
問
的
な
経
典
の
講
釈
や
問
答
を
す
る
場
で
は
な
か
っ
た

た
め
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
に
は
、
直
接
の
引
用
と
い
う
か
た
ち
で
は
な
く
、
語
彙
や
発
想
の
源
泉
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
経



一
〇

典
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
誓
詞
通
用
」
の
標
題
の
あ
る
221
行
か
ら
227
行
は
、
亡
き
父
母
へ
の
追
慕
と
報
恩
を
切
々
と
語
る

出
色
の
文
章
で
あ
る
が
、『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
の
報
恩
品
（
巻
第
二
、三
）
を
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　

ま
た
、
仏
の
感
応
を
水
中
の
月
に
た
と
え
る
く
だ
り
が
二
箇
所
あ
る
が
、
天
台
三
大
部
の
一
で
あ
る
『
法
華
玄
義
』
の
感
応
妙
の

水
月
の
比
喩
に
も
と
づ
く
と
思
わ
れ
る
。

况
ヤ
、
諸
仏
如
来
ノ
本
願
大
悲
ノ
月
ハ
、
衆
生
ノ
心
想
ノ
水
ノ
中
ニ
現
ル
。

�

（『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
３
行
）

虚
空
ノ
月
ハ
、
十
水
ノ
中
ニ
十
箇
ノ
月
影
現
ハ
ル
。
百
水
ノ
中
ニ
百
箇
ノ
月
影
現
ハ
ル
。
然
レ
ド
モ
虚
空
ノ
月
ハ
増
サ
ズ
、
減

ラ
ズ
。
諸
仏
（
如
来
ノ
法
界
）
ノ
身
ハ
、
一
切
衆
生
ノ
心
想
ノ
中
ニ
一
処
ト
シ
テ
現
レ
ス
ト
イ
フ
コ
ト
无
シ
。
然
レ
ト
モ
、
法

身
ノ
仏
ハ
増
サ
ズ
、
減
ラ
ズ
。

�

（『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
56
～
57
行
）

水
も
上
升
せ
ず
月
も
下
降
せ
ず
し
て
、
一
月
、
一
時
に
普
く
衆
水
に
現
ず
。
諸
仏
も
来
ら
ず
、
衆
生
も
往
か
ず
。
慈
善
根
の

力
、
此
の
如
き
の
事
を
見
る
、
故
に
感
応
妙
と
名
づ
く
。

�

（『
法
華
玄
義
』
巻
第
二
上
）

法
身
清
浄
に
し
て
染
無
き
こ
と
虚
空
の
如
く
、
湛
然
と
し
て
一
切
に
応
ず
。
思
無
く
念
無
く
し
て
、
機
に
随
つ
て
即
ち
対
す
。

一
月
降
ら
ず
、
百
水
升
ら
ず
し
て
、
河
の
短
長
に
随
ひ
、
器
の
規
矩
に
任
せ
て
、
前
無
く
後
無
く
一
時
に
普
く
現
ず
る
が
如

し
。
此
は
是
れ
不
思
議
の
妙
応
な
り
。

�

（『
法
華
玄
義
』
巻
第
六
上
）
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一
一

　
『
摩
訶
止
観
』
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
あ
る
。
有
名
な
「
一
目
の
羅
」
の
比
喩
は
『
淮
南
子
』
が
原
拠
で
あ
る
が
、「
聖
教
」

を
網
の
目
に
喩
え
る
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
次
の
部
分
は
、『
摩
訶
止
観
』
に
近
い
。

一
目
ノ
羅ア
ミ

ハ
鳥
ヲ
得
ル
ニ
能
ハ
ズ
。
鳥
ヲ
得
ル
羅
ハ
唯
、
是
レ
一
ノ
目
ナ
リ
。
聖
教
ハ
万
差
ア
レ
ド
モ
、
証
ス
ル
所
ノ
理
ハ
一

ナ
リ
。

�

（『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
206
～
207
行
）

鳥
の
将
に
来
た
ら
ん
と
す
る
あ
れ
ば
、
羅
を
張
り
て
之
を
待
つ
も
、
鳥
を
得
る
者
は
羅
の
一
目
な
り
。
今
、
一
目
の
羅
を
為つ
く

れ

ば
、
則
ち
時
と
し
て
鳥
を
得
る
こ
と
無
か
ら
ん
。

�

（『
淮
南
子
』
巻
第
十
六
、
説
山
訓
）

一
目
の
羅
は
、
以
て
鳥
を
得
可
ら
ず
。
餌
無
き
の
釣
は
、
以
て
魚
を
得
可
ら
ず
。

�

（
同
、
巻
第
十
七
、
説
林
訓
）

一
目
の
羅
は
鳥
を
得
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
、
鳥
を
得
る
は
羅
の
一
目
な
る
の
み
。（
中
略
）
す
べ
か
ら
く
広
く
法
の
網
の
目
を

施
し
て
、
心
行
の
鳥
を
捕
ふ
べ
き
の
み

�

（『
摩
訶
止
観
』
巻
第
五
上
）。

　

以
上
の
よ
う
に
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
筆
者
は
、『
法
華
玄
義
』『
摩
訶
止
観
』
な
ど
の
天
台
教
学
の
書
も
読
ん
で
い
た
と
思
わ

れ
る
が
（
（（
（

、
天
台
宗
の
僧
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
前
掲
の
よ
う
に
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
379
～
384
行
に
は
、「
何
而
成
仏
。
先
発
菩

提
心
。
四
弘
願
云
」
の
後
に
菩
薩
戒
で
あ
る
三
聚
浄
戒
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

何
ニ
シ
テ
カ
仏
ト
成
ラ
ム
。
先
ヅ
菩
提
心
ヲ
発
セ
。
四
弘
願
云
。
一
切
悪
ヲ
断
チ
、
一
切
善
ヲ
修
シ
、
一
切
生
ヲ
度
ス
ヲ
言
フ



一
二

云
。
一
切
悪
ヲ
断
ツ
所
ニ
、
一
切
戒
入己
モ

レ
リ
。
優
波
塞
戒
、
優
波
夷
戒
、
沙
弥
戒
、
沙
弥
尼
戒
、
式
沙
摩
那
戒
、
比
丘
若
干

戒
、
比
丘
尼
若
干
戒
、
菩
薩
若
干
戒
。
止
持
作
持
止
戒
作
戒
。
三
千
威
儀
、
八
万
四
千
微
細
律
儀
ハ
、
皆
、
一
切
善
ヲ
修
ス
ル

所
ニ
入己
モ

レ
リ
。
六
度
万
行
ハ
、
皆
、
一
切
生
ヲ
度
ス
所
ニ
、
入己
モ

レ
リ
。
三
界
所
摂
四
生
ハ
、
衆
生
皆
度
ト
云
テ
入己
モ

レ
リ
。
此
ヲ

翻
シ
テ
云イ

ヘ
バ
、
菩
薩
摩
訶
薩
ノ
三
聚
浄
戒
ナ
リ
。

　

三
聚
浄
戒
は
大
乗
菩
薩
戒
で
、
摂
律
義
戒
（
止
悪
）・
摂
善
法
戒
（
修
善
）・
摂
衆
生
戒
（
利
他
）
の
三
種
の
戒
か
ら
な
る
。
二
重

傍
線
部
の
「
一
切
悪
ヲ
断
ツ
所
」（
止
悪
）、「
一
切
善
ヲ
修
ス
ル
所
」（
修
善
）、「
一
切
（
衆
）
生
ヲ
度
ス
所
」（
利
他
）
が
そ
れ
に

あ
た
る
。
中
国
で
は
摂
律
義
戒
（
止
悪
）
を
小
乗
戒
（
優
婆
塞
戒
・
優
婆
夷
戒
・
沙
弥
戒
・
沙
弥
尼
戒
・
式
沙
摩
那
戒
・
比
丘
戒
・

比
丘
尼
戒
）
に
あ
て
る
こ
と
が
多
く
、
南
都
に
お
い
て
も
こ
の
大
小
兼
学
の
三
聚
浄
戒
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』

も
、「
一
切
悪
ヲ
断
ツ
所
」（
止
悪
）
に
優
婆
塞
戒
以
下
の
小
乗
戒
を
含
め
て
い
る
。

　

し
か
し
最
澄
は
、
南
都
の
戒
律
は
小
乗
戒
も
兼
ね
て
い
る
た
め
、
大
乗
戒
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
自
ら

の
具
足
戒
（
比
丘
戒
）
を
破
棄
し
、『
梵
網
経
』
の
十
重
禁
四
十
八
軽
戒
を
用
い
る
純
粋
な
大
乗
戒
（
一
乗
戒
・
円
頓
戒
）
の
戒
壇

設
立
を
求
め
た
。
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）、
最
澄
の
遷
化
直
後
に
勅
許
を
得
て
、
比
叡
山
延
暦
寺
に
大
乗
戒
壇
が
設
立
さ
れ
た
。

『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
は
、
そ
れ
か
ら
程
な
く
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
天
台
宗
の
僧
な
ら
ば
必
ず
や
、『
梵
網
経
』
に
よ
る
小

乗
戒
を
含
め
な
い
三
聚
浄
戒
を
記
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
筆
者
が
、
天
台
宗
に
属
す
る
僧
で
は

な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
よ
う
。

　

最
澄
は
、
唐
か
ら
帰
国
し
た
後
の
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
に
、
天
台
教
学
に
基
づ
く
法
華
十
講
を
始
め
た
。
延
暦
二
十
年
の
法

華
十
講
に
は
南
都
七
大
寺
の
十
人
の
高
僧
を
招
き
、
翌
年
の
高
雄
天
台
会
に
は
十
四
人
を
招
い
た
（
（（
（

。
天
台
教
学
が
比
叡
山
占
有
の
学
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問
で
は
な
く
、
南
都
の
僧
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
鑑
真
が
天
台
の
書
物
を
伝
来
し
て
か
ら
五
十
年
以
上

た
っ
た
天
長
頃
に
は
、
仏
教
界
全
体
に
か
な
り
普
及
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
筆
者
が
南
都
教
団
に
属
す
る

僧
で
あ
っ
て
も
、
天
台
関
係
の
書
を
読
ん
で
い
て
不
思
議
は
な
い
。

　
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
354
行
に
は
、
真
言
宗
所
依
の
『
金
剛
頂
経
』
の
名
も
見
え
る
。『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
筆
者
は
、
天
台
に

限
ら
ず
新
し
い
教
学
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

五
、『
願
文
』
と
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』

　

最
澄
の
『
願
文
』
は
、
前
文
・
五
条
の
誓
願
・
末
文
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
前
文
に
は
世
間
無
常
・
因
果
応
報
・
自
己
批

判
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
、
入
山
を
決
意
す
る
五
条
の
誓
願
が
あ
り
、
自
己
の
修
行
成
就
と
利
益
衆
生
を
願
う
末
文
で
結

ば
れ
て
い
る
。
無
常
を
観
じ
た
上
で
自
利
利
他
の
修
行
を
誓
う
と
い
う
文
章
の
展
開
は
、
前
述
の
天
台
智
顗
の
、
四
諦
を
縁
と
し
て

四
弘
誓
願
を
発
す
と
い
う
理
屈
と
同
じ
で
あ
る
。『
願
文
』
は
、
最
澄
の
発
菩
提
心
の
宣
言
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

　

た
だ
し
、
願
文
な
ど
の
文
章
に
お
い
て
、
世
間
無
常
・
因
果
応
報
・
自
己
批
判
・
発
願
と
い
う
展
開
は
定
型
的
な
も
の
で
あ
る
。

願
文
類
の
詞
章
を
多
く
含
む
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
に
お
い
て
も
、
世
間
無
常
・
因
果
応
報
・
自
己
批
判
・
発
願
は
繰
り
返
し
書
か

れ
て
お
り
、
最
澄
の
『
願
文
』
と
語
彙
や
表
現
の
面
で
も
共
通
す
る
点
が
多
い
。

　

例
え
ば
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
101
行
か
ら
122
行
は
、「
旦
（
檀
）
主
」
の
父
母
の
追
善
供
養
の
た
め
の
文
章
で
あ
る
が
、
は
じ
め

に
世
間
無
常
を
説
き
、
因
果
応
報
を
顧
み
ず
罪
を
重
ね
る
こ
と
を
反
省
し
、
薬
師
如
来
を
讃
え
供
養
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
父
母
や
衆



一
四

生
の
追
善
と
な
る
こ
と
を
願
う
。
世
間
無
常
・
因
果
応
報
、
自
己
批
判
・
発
願
と
い
う
展
開
が
共
通
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
語

句
に
も
類
似
が
み
ら
れ
る
。

　

以
下
は
、『
願
文
』
の
冒
頭
で
あ
る
。

　

悠
々
た
る
三
界
は
純も

は

ら
苦
に
し
て
安
き
こ
と
な
く
、
擾
々
た
る
四
生
は
た
だ
患
に
し
て
楽
し
か
ら
ず
。
牟
尼
の
日
久
し
く
隠

れ
て
、
慈
尊
の
月
未
だ
照
さ
ず
。
三
災
の
危
き
に
近
づ
き
て
、
五
濁
の
深
き
に
没し
づ

む
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
風
命
保
ち
難
く
、

露
体
消
え
易
し
。
草
堂
楽
し
み
な
し
と
雖
も
、
然
も
老
少
、
白
骨
を
散
じ
曝
す
、
土
室
闇
く
迮せ
ま

し
と
雖
も
、
而
も
貴
賎
、
魂
魄

を
争
ひ
宿
す
。
彼
れ
を
瞻
己
れ
を
省
る
に
、
こ
の
理
必
定
せ
り
。
仙
丸
未
だ
服
せ
ず
、
遊
魂
留
め
難
し
。
命
通
未
だ
得
ず
、
死

辰
何い
つ

と
か
定
め
ん
。
生
け
る
時
善
を
作
さ
ず
ん
ば
、
死
す
る
日
獄
の
薪
と
（
成
ら
ん
）。
得
難
く
し
て
移
り
易
き
は
そ
れ
人
身

な
り
。
発
し
難
く
し
て
忘
れ
易
き
は
こ
れ
善
心
な
り
。
こ
こ
を
以
て
、
法
皇
牟
尼
は
大
海
の
針
、
妙
高
の
線い

と

を
仮
り
て
、
人
身

の
得
難
き
を
喩
況
し
、
古
賢
禹
王
は
一
寸
の
陰と
き

、
半
寸
の
暇
を
惜
し
み
て
、
一
生
の
空
し
く
過
ぐ
る
こ
と
を
歎
ぜ
り
。
因
な
く

し
て
果
を
得
る
は
こ
の
処
こ
と
は
りあ

る
こ
と
な
く
、
善
な
く
し
て
苦
を
免
る
る
は
こ
の
処
あ
る
こ
と
な
し
。

　

�

（『
願
文
』
前
文
、
前
半
部
分
）

　
『
願
文
』
の
冒
頭
傍
線
部
「
悠
々
た
る
三
界
は
純
ら
苦
に
し
て
安
き
こ
と
な
く
」
は
、

内
ニ
稍ヤ
ヲ
ヤク
惟
ヒ
忖ハ
カ
ララ
ク
、
三
界
ノ
千
隈
ハ
、
古
自ヨ

リ
苦
シ
ビ
有
ル
区チ
マ
タナ
リ
。

�

（『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
101
行
）

　

傍
線
部
「
擾
々
た
る
四
生
は
た
だ
患
に
し
て
楽
し
か
ら
ず
」
は
、

四
生
ノ
区
ニ
廻
リ
ツ
ヽ
、
百
タ
ビ
嘆
ケ
ト
モ
何
ゾ
及
バ
ム
。
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�

（『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
108
行
）

　

傍
線
部
「
然
も
老
少
、
白
骨
を
散
じ
曝
す
」
は
、

黒
髪
首
ニ
靡ナ
ビ

ケ
ド
モ
、
反
リ
テ
白
キ
瓠ヒ
サ
ゴト

作
リ
ヌ
。

　

�

（『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
103
行
）

に
似
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
世
間
無
常
の
表
現
と
し
て
多
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
願
文
』
の
冒
頭
の
よ
う
な
「
三
界
」
と
「
四
生
」
の
待
遇
も
常
套
的
な
も
の
で
、
上
代
の
文
章
に
も
散
見
す
る
。

蓋
聞
、
四
生
起
滅
、
方
夢
皆
空
、
三
界
漂
流
、
喩
環
不
息
。

�

（『
萬
葉
集
』
巻
第
五
、
日
本
挽
歌
前
文
）

玉
鏡
懸
於
六
道
、
感
万
機
於
法
界
、
悲
雲
覆
於
三
界
、
奨
四
生
於
火
宅
。

�

（『
大
般
若
経
』
巻
第
五
百
九
十
一
跋
文
、
天
平
十
六
年
六
月
三
十
日
）

妾
聞
、
悠
々
三
界
猛
火
常
流
、
杳
々
五
道
毒
網
是
壮
、（
中
略
）
十
方
三
界
、
六
道
四
生
、
同
霑
此
福
、
咸
登
妙
果

　

�

（『
東
大
寺
献
物
帳
』）

　

こ
の
他
に
も
『
願
文
』
の
前
文
に
は
類
型
的
な
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
類
型
的
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
表
現
で
、『
東
大
寺

諷
誦
文
稿
』
に
共
通
す
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。

　
『
願
文
』
前
文
の
二
重
傍
線
部
に
「
妙
高
の
線
を
仮
り
て
、
人
身
の
得
難
き
を
喩
況
し
」
と
あ
る
。
輪
廻
転
生
の
中
で
人
と
し
て

生
れ
る
こ
と
は
、
須
弥
山
（
妙
高
山
）
の
頂
上
か
ら
糸
を
垂
ら
し
て
山
の
下
の
針
の
穴
に
入
れ
よ
う
と
す
る
く
ら
い
難
し
い
こ
と
な

の
だ
と
い
う
、
人
身
の
得
難
さ
の
喩
え
で
あ
る
。
盲
亀
の
浮
木
、
爪
上
の
土
の
比
喩
な
ど
に
比
べ
て
そ
れ
ほ
ど
例
は
多
く
な
い
。



一
六

須
弥
山
ノ
頂
ニ
立
チ
テ
糸
ヲ
下
ス
云
。

�

（
338
行
）

亦
提
謂
経
云
は
く
、
一
人
有
り
て
、
須
弥
山
の
上
に
在
り
、
繊
縷
を
以
て
之
を
下
す
。
一
人
、
下
に
在
り
て
、
針
を
持
ち
之
を

迎
う
。
中
ば
に
旋
風
・
猛
風
有
り
て
、
縷
を
吹
け
ば
、
針
の
孔
に
入
る
こ
と
難
し
。
人
身
の
得
難
き
こ
と
、
甚
だ
是
に
過
ぐ
。

�

（『
法
苑
珠
林
』
巻
第
二
十
三
、
慚
愧
篇
述
意
部
（
（（
（

）

　

さ
ら
に
、『
未
曾
有
因
縁
経
』
の
利
用
も
、
両
書
に
共
通
し
て
い
る
。

　

伏
し
て
己
が
行
迹
を
尋
ね
思
ふ
に
、
無
戒
に
し
て
竊
か
に
四
事
の
労
り
を
受
け
、
愚
癡
に
し
て
ま
た
四
生
の
怨
と
な
る
。
こ

の
故
に
、
未
曾
有
因
縁
経
に
云
く
、「
施
す
者
は
天
に
生
れ
、
受
く
る
者
は
獄
に
入
る
」
と
。
提
韋
女
人
の
四
事
の
供
は
末
利

夫
人
の
福
と
表
は
れ
、
貪
著
利
養
の
五
衆
の
果
は
石
女
担
輿
と
顕
は
る
。
明
ら
か
な
る
か
な
善
悪
の
因
果
。
誰
の
有
慚
の
人

か
、
こ
の
典
を
信
ぜ
ざ
ら
ん
や
。
然
れ
ば
則
ち
、
善
因
を
知
り
て
而
も
苦
果
を
畏
れ
ざ
る
を
、
釈
尊
は
闡
提
と
遮
し
た
ま
ひ
、

人
身
を
得
て
徒
に
善
業
を
作
さ
ざ
る
を
、
聖
教
に
空
手
と
嘖
め
た
ま
へ
り
。

�

（『
願
文
』
前
文
、
後
半
部
分
）

　
『
未
曾
有
因
縁
経
』（
二
巻
）
は
、
釈
尊
が
、
一
人
息
子
で
あ
る
羅
睺
羅
が
九
歳
の
時
に
剃
髪
出
家
さ
せ
た
こ
と
を
述
べ
る
経
典
で

あ
る
。
正
倉
院
文
書
に
も
経
典
名
が
た
び
た
び
み
ら
れ
、
上
代
に
は
仏
伝
経
典
の
類
と
し
て
普
及
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
東
大

寺
諷
誦
文
稿
』
に
も
『
未
曾
有
因
縁
経
』
に
も
と
づ
く
と
思
わ
れ
る
文
句
が
あ
る
（
（（
（

。

波
斯
匿
王
ト
眷
属
衆
ノ
、
法
ノ
席
ヲ
避
ケ
シ
時
ニ
ハ
、
仏
、
制ト

止ド

メ
タ
マ
ヒ
タ
リ
。

�

（『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
16
行
～
17
行
）
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『
未
曾
有
因
縁
経
』
に
よ
る
と
、
波
斯
匿
王
が
群
臣
と
と
も
に
仏
の
も
と
に
来
詣
し
た
時
に
、
仏
は
羅
睺
羅
ら
と
と
も
に
一
面
に

坐
ら
せ
て
説
法
を
始
め
た
。
し
か
し
波
斯
匿
王
た
ち
は
苦
坐
に
耐
え
か
ね
て
帰
ろ
う
と
し
た
。
す
る
と
仏
は
波
斯
匿
王
ら
を
引
き
止

め
て
、
聞
法
の
功
徳
を
説
い
た
。

王
及
び
群
臣
は
憍
傲
習
楽
に
し
て
苦
坐
に
堪
え
ず
。
聴
仏
説
法
を
辞
退
し
て
還
ら
ん
と
欲
す
。（
中
略
）
仏
王
に
告
げ
て
曰

く
、
且
く
須
臾
に
し
て
待
ち
、
我
が
説
法
を
聴
け
。

�

（『
未
曾
有
因
縁
経
』
巻
上
）

　

以
上
の
よ
う
に
、『
願
文
』
と
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
に
は
多
く
の
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
『
東
大
寺
諷

誦
文
稿
』
も
願
文
に
類
す
る
文
章
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
両
筆
者
の
学
問
教
養

の
基
盤
が
共
通
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
が
成
立
し
た
と
推
測
さ
れ
る
天
長
承
和
年
間
頃
、
最
澄
が
存
命
で
あ
れ
ば
五
～
七
十
代
で
あ
る
。『
東
大
寺

諷
誦
文
稿
』
の
筆
者
は
何
歳
く
ら
い
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
は
ア
行
エ
と
ヤ
行
エ
、「
コ
」
の
上
代
特
殊
仮

名
遣
い
の
甲
乙
二
類
を
書
き
分
け
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
前
代
の
書
き
分
け
を
保
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
筆
者
は
決
し
て

若
い
年
代
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
最
澄
と
同
世
代
の
人
物
で
あ
っ
た
と
想
像
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

　

最
澄
も
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
筆
者
も
、
唯
識
を
初
め
と
す
る
南
都
教
学
を
基
礎
学
問
と
し
、
奈
良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代

初
期
の
日
本
仏
教
の
転
換
期
を
生
き
た
。
二
人
の
人
物
の
文
章
に
四
弘
誓
願
を
初
め
と
し
て
、
い
く
つ
も
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。



一
八

六
、
檀
主
の
法
会

　

延
暦
四
年
（
七
八
五
）、
最
澄
は
具
足
戒
を
受
け
て
大
僧
と
な
っ
た
が
、
同
年
七
月
に
比
叡
山
に
登
っ
て
籠
山
蟄
居
の
修
行
生
活

を
始
め
る
。『
願
文
』
は
そ
の
決
意
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
愚
が
中
の
極
愚
、
狂
が
中
の
極
狂
、
塵
禿
の
有
情
、
底
下
の
最
澄
、
上
は
諸
仏
に
違
し
、
中
は
皇
法
に
背

き
、
下
は
孝
礼
を
闕
け
り
。
謹
ん
で
迷
狂
の
心
に
随
ひ
て
三
二
の
願
を
発
す
。
無
所
得
を
以
て
方
便
と
な
し
、
無
上
第
一
義
の

た
め
に
金
剛
不
壊
不
退
の
心
願
を
発
す
。

　

我
れ
未
だ
六
根
相
似
の
位
を
得
ざ
る
よ
り
以こ
の
か
た還

、
出
仮
せ
じ
。（
そ
の
一
）

　

未
だ
理
を
照
す
心
を
得
ざ
る
よ
り
以
還
、
才
芸
あ
ら
じ
。（
そ
の
二
）

　

未
だ
浄
戒
を
具
足
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
よ
り
以
還
、
檀
主
の
法
会
に
預
か
ら
じ
。（
そ
の
三
）

　

未
だ
般
若
の
心
を
得
ざ
る
よ
り
以
還
、
世
間
人
事
の
縁
務
に
著
せ
じ
。
相
似
の
位
を
除
く
。（
そ
の
四
）

　

�

三
際
の
中
間
に
て
、
所
修
の
功
徳
、
独
り
己
が
身
に
受
け
ず
、
普
く
有
識
に
廻
施
し
て
、
悉
く
皆
な
無
上
菩
提
を
得
し
め

ん
。（
そ
の
五
）

�

（『
願
文
』
五
条
の
誓
願
）

　

五
条
の
誓
願
の
う
ち
、
具
足
浄
戒
を
述
べ
る
第
三
条
に
、
仏
の
戒
を
完
全
に
具
え
る
ま
で
は
「
檀
主
の
法
会
に
預
か
ら
じ
」
と
あ

る
。「
檀
主
」
は
施
主
の
こ
と
で
、
寺
院
主
催
の
仏
事
法
会
で
は
な
く
、
追
善
供
養
な
ど
の
施
主
主
催
の
法
会
を
指
す
の
で
あ
ろ
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九

う
。
第
四
条
の
「
世
間
人
事
の
縁
務
に
著
せ
じ
」
と
と
も
に
、
修
行
を
成
し
遂
げ
る
ま
で
は
世
俗
の
し
が
ら
み
か
ら
遠
ざ
か
る
と
い

う
決
意
を
述
べ
て
い
る
。

　
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
に
は
「
旦
」
の
字
を
用
い
て
「
旦
主
（
檀
主
）」「
大
旦
主
（
大
檀
主
）」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
旦
主
」

は
十
一
例
、「
大
旦
主
」
は
三
例
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
中
で
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
部
分
は
、

追
善
供
養
の
法
会
な
ど
で
朗
読
す
る
た
め
の
文
章
が
多
い
。「
旦
主
」
は
そ
の
部
分
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
は

ま
さ
に
「
檀
主
の
法
会
」
の
た
め
の
文
章
な
の
で
あ
る
。

　
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
中
で
も
っ
と
も
長
い
ま
と
ま
り
を
も
つ
文
章
が
80
行
～
122
行
で
あ
る
。
そ
の
中
に
「
旦
主
」
は
四
回
使

用
さ
れ
て
い
る
。「
旦
主
某
甲
」
の
父
母
「
某
」
の
た
め
の
追
善
供
養
の
詞
章
で
、
一
行
分
の
空
白
を
二
箇
所
は
さ
ん
で
三
段
に
分

か
れ
て
い
る
。
第
三
段
は
本
稿
第
五
節
で
取
り
上
げ
た
部
分
で
あ
る
。

　

第
一
段
（
80
～
95
行
）
は
、
は
じ
め
に
旦
主
が
薬
師
如
来
を
供
養
し
法
華
八
講
を
行
う
こ
と
、
三
宝
と
父
母
の
恩
を
讃
え
、
旦
主

が
幼
時
に
仏
道
修
行
の
た
め
に
親
元
を
離
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

　

第
二
段
（
96
行
～
100
行
）
は
、
旦
主
は
山
岳
修
行
に
励
ん
で
い
た
が
、
親
へ
の
思
慕
に
耐
え
切
れ
ず
、
故
郷
に
帰
っ
た
こ
と
を
述

べ
る
。

　

第
三
段
（
101
～
122
行
）
は
無
常
を
述
べ
、
因
果
応
報
を
か
え
り
み
ず
罪
を
重
ね
る
我
々
に
は
仏
の
功
徳
だ
け
み
が
助
け
に
な
る
こ

と
、
そ
の
た
め
に
法
会
を
営
む
と
述
べ
る
。
薬
師
如
来
を
讃
嘆
し
、
旦
主
の
父
母
と
旦
主
及
び
村
里
の
道
俗
の
浄
瑠
璃
浄
土
（
薬
師

如
来
の
浄
土
）
往
生
を
願
う
。

　
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
中
で
こ
の
80
～
122
行
の
み
に
、
朱
筆
で
返
り
点
・
ヲ
コ
ト
点
・
送
り
仮
名
な
ど
の
書
入
れ
が
あ
る
。
そ
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れ
ら
は
、
実
際
に
朗
読
す
る
た
め
に
後
か
ら
書
き
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
墨
書
の
本
文
に
も
仮
名
の
書
入
れ
が
多
い

部
分
で
は
あ
る
が
、
朱
の
返
り
点
や
ヲ
コ
ト
点
等
を
打
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
稿
を
そ
の
ま
ま
確
実
に
読
み
下
せ
る
よ
う
に
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

80
～
122
行
の
全
体
に
斜
線
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
使
用
済
み
に
な
っ
た
と
き
に
引
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
四
十
数
行
が
実
際

に
法
会
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
内
容
は
、
法
会
の
主
旨
を
述
べ
て
い
る
た
め
、
表
白
文
（「
法
会
や
修
法
の
時
に
、

そ
の
趣
旨
を
仏
お
よ
び
参
加
し
た
僧
俗
の
人
び
と
に
告
げ
知
ら
せ
る
文
章
」、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
27　

本
朝
文
粋
』
文
体
解

説
）
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
、「
旦
主
」「
大
旦
主
」
が
最
も
多
用
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
慰
誘
言
」
の
標
題
の
あ
る
262
～
278
行
と
そ
れ
に
続
く
278

～
284
行
で
あ
る
。「
大
旦
主
」
が
三
例
、「
旦
主
」
が
四
例
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
此
ノ
堂
ハ
大
旦
主
ノ
先
祖
ノ
本
願
ニ
ヨ
リ
テ
建
立

シ
タ
マ
フ
」（
278
行
）
と
あ
る
た
め
、「
大
旦
主
」
は
寺
の
堂
の
寄
進
者
ま
た
は
発
願
者
の
子
孫
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
「
慰
誘
言
」（
262
～
278
行
）
に
は
、「
大
旦
主
、
情
、
青
天
ヨ
リ
モ
高
ク
、
仁
、
大
地
ヨ
リ
モ
広
シ
」「
国
家
ノ
人
ノ
宝
、
村
里
ノ
甘

キ
泉
」
な
ど
と
、
大
旦
主
を
誉
め
そ
や
す
言
葉
が
延
々
と
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
在
家
者
で
あ
る
大
旦
主
に
対
し
て
過
剰
と
思
わ
れ
る

美
辞
は
、
堂
を
寄
進
す
る
よ
う
な
大
口
施
主
で
あ
る
こ
と
が
理
由
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
慰
誘
」
は
「
復
妓
女
を
増
し

て
、
以
て
之
を
娯
楽
せ
し
め
、
日
々
人
を
遣
わ
し
て
太
子
を
慰
誘
し
」（『
過
去
現
在
因
果
経
』
巻
第
二
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
な
ぐ

さ
め
る
、
機
嫌
を
と
る
、
と
い
っ
た
意
味
か
。

　

大
旦
主
を
誉
め
そ
や
す
「
慰
誘
の
言
」（
267
～
278
行
）
の
後
に
、
寄
進
さ
れ
た
堂
を
賛
美
す
る
文
章
（
278
～
284
行
）、
導
師
で
あ
る

自
分
を
卑
下
し
衆
僧
と
参
列
者
を
讃
え
る
「
卑
下
言
」（
278
～
284
行
）
が
続
く
。
旦
主
の
布
施
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
る
法
会
で
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は
、
旦
主
を
褒
め
て
僧
が
へ
り
く
だ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

最
澄
は
『
願
文
』
で
「
檀
主
の
法
会
に
預
か
ら
じ
」
と
誓
っ
た
。
檀
主
の
法
会
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
世
俗
の
事
情
が
か
ら
み
つ
く
た

め
、
修
行
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
80
行
～
122
行
の
旦
主
は
、
山
を
降
り
た
僧
で
あ
っ
た
。「
旦
主
」
は
幼
少
の
頃
か
ら
仏
門
に
入
り
山
林
修
行

を
行
っ
た
が
、
父
母
を
思
う
念
に
耐
え
切
れ
ず
本
郷
に
帰
っ
た
と
い
う
。

朝
ニ
ハ
岑
ノ
上
ニ
俳タ
ヽ
ズミ

テ
、
雲
霞
ノ
飛
ビ
交
フ
ヲ
見
テ
、
父
公
ヲ
憶
ヒ
、
夕
ニ
ハ
谷
ノ
底
ニ
居
テ
、
禽
獣
ノ
鳴
キ
遊
ブ
ヲ
聞
キ

テ
、
母
氏
ヲ
思
ヒ
出
デ
タ
テ
マ
ツ
ル
。
是
ノ
如
ク
出
離
シ
テ
修
シ
テ
、
父
母
ヲ
恋
ヒ
慕シ
ノ

ヒ
タ
テ
マ
ツ
ル
ト
雖
モ
、
朝
夕
ニ
忍
ビ

難
シ
。
此
ニ
於
イ
テ
、
本
郷
ニ
帰
リ
至
ル
云
。

�

（『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
99
～
100
行
、
釈
文
）

　

こ
の
「
旦
主
」
が
天
台
宗
の
僧
徒
で
あ
れ
ば
、
十
二
年
の
籠
山
修
行
を
断
念
し
た
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
比
叡
山
に
限
ら

ず
、
奈
良
時
代
以
前
か
ら
山
林
修
行
は
仏
教
の
修
行
形
態
と
し
て
定
着
し
て
い
た
。
山
中
の
厳
し
い
浄
行
を
為
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ

た
僧
は
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
旦
主
が
父
母
へ
の
思
慕
に
耐
え
切
れ
ず
山
を
降
り
た
の
は
修
行
の
挫
折
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
中

で
は
「
父
母
へ
の
報
恩
」
と
い
う
形
で
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
本
来
出
家
者
は
父
母
と
の
縁
も
断
ち
切
る
べ
き
で
あ
る
が
、
中
国
仏
教

に
お
い
て
は
「
報
恩
」
と
い
う
概
念
で
親
孝
行
を
肯
定
す
る
思
想
が
発
展
し
た
。『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
報
恩
品
や
、
偽
経
『
父

母
恩
重
経
』
な
ど
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
思
想
で
あ
る
。
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『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
報
恩
品
（
巻
第
二
・
三
）
に
は
四
恩
（
父
母
・
国
王
・
衆
生
・
三
宝
）
が
説
か
れ
、
特
に
父
母
の
恩
に
つ

い
て
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
221
行
～
227
行
は
報
恩
品
を
下
敷
き
に
し
て
つ
づ
ら
れ
た
文
章

で
あ
る
。『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
は
八
一
一
年
の
漢
訳
後
間
も
な
く
日
本
に
将
来
さ
れ
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
筆
者
は
い
ち
早

く
受
け
入
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
に
限
ら
ず
、
檀
主
の
法
会
を
営
む
僧
徒
ら
に
大
い
に
歓
迎
さ
れ
た
経
典
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
は
、
最
澄
『
願
文
』
に
も
記
さ
れ
る
「
檀
主
の
法
会
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
伝
え
る
文
章

と
し
て
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

七
、
結

　
「
衆
生
無
辺
誓
願
度
」
で
始
ま
る
四
弘
誓
願
の
四
成
句
は
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
に
早
い
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の

四
成
句
は
天
台
智
顗
に
始
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
筆
者
は
天
台
宗
で
は
な
く
、
南
都
教
団
に
属
す
る
人
物

と
考
え
ら
れ
る
。
天
台
教
学
が
南
都
教
団
に
も
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
例
で
あ
る
。

　
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
お
そ
ら
く
四
、五
十
年
ほ
ど
前
の
最
澄
の
『
願
文
』
に
、「
四
弘
誓
願
」
の
語
の
受
容
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
の
他
に
も
多
く
の
語
彙
や
表
現
に
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
と
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
最
澄
も
『
東
大
寺
諷
誦
文

稿
』
の
筆
者
も
同
じ
よ
う
に
、
法
相
唯
識
を
初
め
と
す
る
南
都
教
学
を
基
礎
教
養
と
し
て
い
た
が
故
で
あ
ろ
う
。

　
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
筆
者
が
い
か
な
る
人
物
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
新
着
の
経
典
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
、
片
仮
名

と
い
う
新
し
い
文
字
を
使
い
こ
な
し
、
漢
文
の
制
約
か
ら
放
た
れ
て
自
由
自
在
に
文
章
を
編
み
上
げ
る
文
才
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
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と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
澄
と
同
世
代
の
人
物
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
比
叡
山
を
拠
点
と
し
て
華
や
か
に
躍
進
す
る
最
澄
と

そ
の
教
団
の
存
在
を
、
旧
都
と
な
っ
た
南
都
か
ら
ま
ぶ
し
く
見
上
げ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
語
句
や
教
学
、
思
想
に
多

く
の
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、『
願
文
』
の
掲
げ
る
理
想
の
高
さ
と
、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
檀
主
の
た
め
に
つ
づ
っ
た
美

辞
麗
句
と
の
間
に
は
、
測
り
し
れ
な
い
距
離
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注（
1
）『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
中
田
祝
夫
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
の
国
語
学
的
研
究
』
第
一
章
（
風
間
書
房
、
改
訂
版

一
九
七
九
年
）、
拙
稿
「
東
大
寺
諷
誦
文
稿
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
」（『
国
語
国
文
』
第
六
十
巻
第
九
号
、
一
九
九
一
年
九
月
）
参

照
。
な
お
、
本
稿
で
は
特
に
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
原
文
を
掲
載
す
る
必
要
が
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
釈
文
だ
け
を
掲
載
す

る
。
四
成
句
は
最
澄
撰
『
修
善
寺
相
伝
私
注
』
に
も
見
ら
れ
る
が
、
撰
の
真
偽
が
問
わ
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
東
大
寺
諷
誦
文
稿
注
釈

〔
六
〕
─
232
行
～
301
行
─
」（『
成
城
国
文
学
論
集
』
第
四
十
一
輯
、
二
〇
一
九
年
三
月
）【
解
説
】（
232
～
236
行
）
に
、「
こ
の
文
章
が
四

弘
誓
願
の
日
本
に
お
け
る
も
っ
と
も
早
い
用
例
と
さ
れ
る
」
と
書
い
た
が
、「
四
弘
誓
願
」
と
同
意
の
語
は
奈
良
時
代
の
識
語
に
も
見

ら
れ
る
（
注（
3
）参
照
）。
こ
の
一
文
を
削
除
し
、【
解
説
】（
243
行
～
244
行
）
の
方
に
「
四
弘
誓
願
の
四
成
句
の
日
本
で
も
っ
と
も
早

い
例
の
一
つ
で
あ
ろ
う
」
と
加
え
た
い
。

（
2
）
青
木
隆
「
天
台
智
顗
に
お
け
る
誓
願
思
想
」（
日
本
仏
教
学
会
編
『
仏
教
に
お
け
る
誓
願
』、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

（
3
）「
四
弘
誓
願
」
の
同
義
語
の
古
い
例
は
、
天
平
勝
宝
六
年
九
月
二
十
九
日
付
の
『
大
般
若
経
』
巻
第
四
百
二
十
一
跋
文
「
是
以
改
造
洪

橋
、
花
影
禅
師
、
四
弘
之
願
、
発
於
宝
端
、
一
乗
之
行
」、『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
閏
八
月
十
七
日
、
藤
原
仲
麻
呂
の
維
摩
会
復
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興
を
請
う
上
表
文
「
更
発
弘
誓
、
追
継
先
行
、
則
以
毎
年
冬
十
月
十
日
、
初
闢
勝
筵
、
至
於
内
大
臣
忌
辰
、
終
為
講
了
」
な
ど
が
あ

る
。「
四
弘
誓
願
」「
四
弘
」「
四
弘
誓
」
な
ど
の
語
は
智
顗
以
前
か
ら
漢
訳
経
典
に
使
用
さ
れ
て
い
た
た
め
、
智
顗
の
説
を
ふ
ま
え
た

も
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
4
）
以
下
、
最
澄
『
願
文
』
の
本
文
（
読
み
下
し
文
）
は
『
日
本
思
想
大
系
４�

最
澄
』
に
よ
る
。

（
5
）
四
種
の
誓
願
は
初
期
大
乗
経
典
の
小
品
系
『
般
若
経
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
が
、
三
種
の
場
合
も
あ
り
、「
四
弘
誓
願
」
と
し
て
四
種
の

誓
願
に
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
賀
川
孝
雄
「
四
弘
誓
願
の
源
流
」、『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
十
八
巻
第
一
号
、

一
九
八
九
年
十
二
月
）。「
四
弘
誓
願
」
の
語
は
四
世
紀
以
降
の
偽
経
や
漢
訳
経
典
の
中
に
使
用
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
野
本
覚

成
「「
四
弘
誓
願
」
成
句
の
初
出
」（『
天
台
学
報
』
四
十
四
、二
〇
〇
一
年
）。

（
6
）
野
本
覚
成
「
四
弘
誓
願
の
諸
相
」（『
天
台
学
報
』
四
十
六
、二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

（
7
）「
七
日
廿
合
卌
張
用
卅
六
張
反
上
四
已
上
法
花
経
玄
義
一
巻
料
」（
天
平
勝
宝
五
年
二
月
「
紙
筆
墨
充
帳
」、『
大
日
本
古
文
書
』

十
一
）、「
法
花
紙
（「
経
」）
玄
義
一
巻　

卅
六
紙
」（
同
年
五
月
七
日
類
収
「
写
経
納
櫃
目
録
」、
同
、
十
二
）。

（
8
）『
沙
弥
十
戒
幷
威
儀
経
疏
』
は
「
沙
弥
用
解
説
テ
キ
ス
ト
」
と
し
て
普
及
し
た
と
い
う
。
曽
根
正
人
「
唐
僧
法
進
の
沙
弥
戒
と
沙
弥
像

─
『
沙
弥
十
戒
並
威
儀
経
疏
』
を
巡
っ
て
─
」（
薗
田
香
融
編
『
日
本
仏
教
の
史
的
展
開
』
所
収
、
塙
書
房
、
一
九
九
九
年
）、
冨
樫
進

『
奈
良
仏
教
と
古
代
社
会
─
鑑
真
門
流
を
中
心
に
─
』（
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

（
9
）「
天
平
宝
字
五
年
十
月
十
五
日
。
随
賀
往
保
良
宮
。
往
国
昌
寺
」（『
沙
弥
十
戒
幷
威
儀
経
疏
』
巻
末
）。

（
10
）
佐
伯
有
清
『
伝
教
大
師
伝
の
研
究
』
第
四
章
参
照
。

（
11
）
中
田
祝
夫
注
（
1
）
参
照
。『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
に
お
け
る
法
相
系
の
浄
土
信
仰
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
浄

土
」（『
成
城
文
芸
』
第
二
一
九
号
、
二
〇
一
二
年
六
月
）
参
照
。
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（
12
）
拙
稿
注
（
1
）
参
照
。

（
13
）
拙
稿
「
水
の
中
の
月
─
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
に
お
け
る
天
台
教
学
の
受
容
に
つ
い
て
─
」（『
成
城
国
文
学
論
集
』
第
三
十
五
輯
、

二
〇
一
三
年
三
月
）
参
照
。

（
14
）『
伝
教
大
師
伝
』、『
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
』
巻
下
参
照
。

（
15
）『
法
苑
珠
林
』
引
用
の
『
提
謂
経
（
提
謂
波
利
経
）』
は
散
迭
し
た
偽
経
で
あ
る
が
、
正
倉
院
文
書
に
書
名
が
見
え
、
奈
良
時
代
に
伝

来
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ス
タ
イ
ン
本
『
提
謂
経
』
巻
下
に
類
似
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）
拙
稿
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
注
釈
〔
一
〕
─
1
行
～
40
行
─
』【
語
注
】
で
「
出
典
未
見
」
と
し
た
が
、『
未
曾
有
因
縁
経
』
を
出
典
と

し
て
挙
げ
た
い
。






